
①事 業 の 種 類

②事 業 の 規 模

③従　業　員　数

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

　大阪府知事　　殿

　茨木市宮島３丁目１番１号

　水処理能力　　　256,110 m3/日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

　９人

様式第二号の八（第八条の四の五関係）

産業廃棄物処理計画書

事　業　場　の　名　称

事 業 場 の 所 在 地

計　　画　　期　　間

(第１面)

　令和　７年　４月　１日　～　令和　８年　３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住　所　大阪府大阪市中央区大手前２丁目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏　名　大阪府知事　　吉村　洋文

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

令和７年６月24日

（日本産業規格　Ａ列４番）

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話番号　０６－６９４１－０３５１

　別紙１のとおり

　３６　水道業

　安威川流域下水道　中央水みらいセンター



(第２面)

産業廃棄物の種類

排　　 出　　 量 279125.3 t 354.71 t

産業廃棄物の種類

排　　 出　　 量 280000 t 350 t

①現状

②計画

【前年度（ 令和６年度 ）実績】

 ②下水汚泥（沈砂しさ）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

 （管理体制図）

　　別紙６のとおり

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

 （分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

　　産業廃棄物の種類によって発生場所ごとに分別している。

 （今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

　　現状維持

産業廃棄物の分別に関する事項

 ①下水汚泥（混合濃縮汚泥）

 （今後実施する予定の取組）

　　現状維持
②計画

 （これまでに実施した取組）

　　適正な運転による産業廃棄物発生量の抑制
①現状

 ①下水汚泥（混合濃縮汚泥）  ②下水汚泥（沈砂しさ）

【目標】



(第２面)

【前年度（ 令和６年度 ）実績】

97 t 6.92 t 18 t － t

【目標】

100 t 7 t 32 t － t

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

⑤安定型混合廃棄物

 ③燃え殻（珪砂）  ④ばいじん（有害）（溶融炉ダスト） －

 ③燃え殻（珪砂）

⑤安定型混合廃棄物

 ④ばいじん（有害）（溶融炉ダスト） －



(第３面)

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

－ t － t

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

－ t － t

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

－ t － t

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

269526.19 t － t

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

－ t － t

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

269500 t － t

【前年度（ 令和６年度 ）実績】

 ①下水汚泥（混合濃縮汚泥）

 （これまでに実施した取組）

　　特になし

②計画

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

②計画

【目標】

①現状

 ①下水汚泥（混合濃縮汚泥）  ②下水汚泥（沈砂しさ）

 （今後実施する予定の取組）

　　現状維持

 ②下水汚泥（沈砂しさ）

 （これまでに実施した取組）

　　濃縮、脱水及び焼却の実施

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（ 令和６年度 ）実績】

 ①下水汚泥（混合濃縮汚泥）  ②下水汚泥（沈砂しさ）

 （今後実施する予定の取組）

　　特になし

 ②下水汚泥（沈砂しさ）

【目標】

 ①下水汚泥（混合濃縮汚泥）



(第３面)

－ t － t － t － t

【目標】

－ t － t － t － t

－ t － t － t － t

－ t － t － t － t

【目標】

－ t － t － t － t

－ t － t － t － t

【前年度（ 令和６年度 ）実績】

【前年度（ 令和６年度 ）実績】

⑤安定型混合廃棄物 －

 ③燃え殻（珪砂） ⑤安定型混合廃棄物 －

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

－ ③燃え殻（珪砂） ⑤安定型混合廃棄物 ④ばいじん（有害）（溶融炉ダスト）

 ③燃え殻（珪砂）  ④ばいじん（有害）（溶融炉ダスト）

 ④ばいじん（有害）（溶融炉ダスト）

 ④ばいじん（有害）（溶融炉ダスト）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

⑤安定型混合廃棄物 － ③燃え殻（珪砂）



(第４面)

－ t － t

－ t － t

9599.11 t 354.71 t

優良認定処理業者
への処理委託量

5326.28 t 354.71 t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

8280.52 t － t

認定熱回収業者
への処理委託量

－ t － t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

－ t － t

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

【前年度（ 令和６年度 ）実績】

 ①下水汚泥（混合濃縮汚泥）  ②下水汚泥（沈砂しさ）

 （これまでに実施した取組）

　　特になし

②計画
 （今後実施する予定の取組）

　　特になし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

①現状

【前年度（ 令和６年度 ）実績】

 ①下水汚泥（混合濃縮汚泥）  ②下水汚泥（沈砂しさ）

 （これまでに実施した取組）

　　法令等に基づいて、適正に契約を結んで委託している。

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

【目標】

 ①下水汚泥（混合濃縮汚泥）  ②下水汚泥（沈砂しさ）



(第４面)

【前年度（ 令和６年度 ）実績】

－ t － t － t － t

【目標】

－ t － t － t － t

【前年度（ 令和６年度 ）実績】

97 t 6.92 t 18 t － t

0 t 6.92 t 0 t － t

－ t － t － t － t

－ t － t － t － t

－ t － t － t － t

⑤安定型混合廃棄物 －

 ④ばいじん（有害）（溶融炉ダスト） ⑤安定型混合廃棄物 －

 ③燃え殻（珪砂）  ④ばいじん（有害）（溶融炉ダスト） ⑤安定型混合廃棄物 －

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

 ③燃え殻（珪砂）

 ③燃え殻（珪砂）  ④ばいじん（有害）（溶融炉ダスト）



(第５面)

10500 t 350 t

優良認定処理業者
への処理委託量

6000 t 350 t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

9200 t － t

認定熱回収業者
への処理委託量

－ t － t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

－ t － t

※事務処理欄

全 処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類

②計画

【目標】

 ①下水汚泥（混合濃縮汚泥）

 （今後実施する予定の取組）

　　現状維持

 ②下水汚泥（沈砂しさ）



(第５面)

【目標】

100 t 7 t 32 t － t

0 t 0 t 0 t － t

－ t － t － t － t

－ t － t － t － t

－ t － t － t － t

－ ③燃え殻（珪砂）  ④ばいじん（有害）（溶融炉ダスト） ⑤安定型混合廃棄物



【別紙１】

ｔ

ｔ ｔ

前年度末貯留量

ｔ294

セメント原料に全量使用 セメント原料に全量使用 セメント原料に全量使用 セメント原料に全量使用

Ｂ：焼却溶融工程へ 委託中間処理 委託中間処理 委託中間処理 委託中間処理

定量ﾌｨｰﾀﾞｰ等保管分より 場外委託処分 場外委託処分 場外委託処分 場外委託処分

(敦賀) (高知) (赤穂) (藤原)

1,457.68 ｔ 1,492.42 ｔ 3,440.58 ｔ27,366 5,034 277 ｔ 1,784.92 ｔ

Ａ－２－３ Ａ－２－４ Ａ－２－５

汚泥(脱水ケーキ) 汚泥(脱水ケーキ) 汚泥(脱水ケーキ) 汚泥(脱水ケーキ) 汚泥(脱水ケーキ)

41,222 ｔ 279,126.0 ｔ

ラ
流動床炉

イ
溶融炉

Ａ－２－１ Ａ－２－２

Ａ－２
ア 脱水機

Ａ－１

汚泥(脱水ケーキ) 混合濃縮汚泥

重力濃縮槽
混合濃縮汚泥
貯留槽

最終沈澱池
処 理 水 量

78,755,401

Ｅ：沈砂しさ工程へ
しさスクリーン

遠心濃縮機
ベルトろ過濃縮機

発生・処理工程フローシート

Ａ：汚水処理工程

流入水
沈　砂　池 最初沈澱池 生物反応槽

Ａ－２－６

汚泥(脱水ケーキ)

176.17 ｔ

場外委託処分

Ａ－２－７

汚泥(脱水ケーキ)

486.34 ｔ

場外委託処分

他下水処理場処分

（焼却処分）

埋立処分

委託最終処分

（埋立）（焼却処分） （焼却処分） （焼却処分） （焼却処分）



【別紙２】

Ｃ：ダスト処理工程

ダスト処理工程

ｔ 【別紙３】

ダスト処理工程

【別紙３】

管理型埋立処分

0.00 ｔ

管理型埋立処分

Ｆ－２

鉱さい(ｺｰｸｽ殻)

0.00 ｔ

ﾀﾞｽﾄ保管施設炉内ダスト

0.00 ｔ

Ｆ－１

鉱さい(ｺｰｸｽ粉)

183.84 ｔ 16.26

Ｄ：スラグ粒調工程へ Ｃ－２

キ

排煙処理塔 オ 湿式電気集塵機 大気

Ｄ－１ Ｃ－１

カ
ﾀﾞｽﾄ保管施設
(特管産廃用)

鉱さい(スラグ) ばいじん(A/Hﾀﾞｽﾄ)

バグフィルター レ 排煙処理塔 大気

・ イ 溶融炉 ウ 空気予熱器 エ

・ ラ 流動床炉 リ 空気予熱器 ル

発生・処理工程フローシート
Ｂ－５ Ｂ－４

燃え殻(硅砂) ばいじん(焼却灰)

Ｂ：焼却溶融工程 97 ｔ 961 ｔ



【別紙３】

Ｃ：ダスト処理工程

前年度保管量

ｔ

処理量

t

前年度保管量 前年度保管量

ｔ ｔ ｔ

再処理量 ｔ

・管理型埋立処分

処理後

44.15 発生量 0.00 0.00

0

場外委託処分

0.00 ｔ
ケ

キレート
処理施設

0 ｔ

Ｃ－３

発生量 炉内ダスト 保管量 中間処理後ﾀﾞｽﾄ

炉内ダスト 44.15 ｔ 0.00 ｔ

(キ)ﾀﾞｽﾄ保管施設
  (中間処理済)

Ｃ－２ 保管量 0.00
ク ダスト破砕機

中間処理済ﾀﾞｽﾄ

16.26 ｔ 場外委託処分

34.32

【キ】ﾀﾞｽﾄ保管施設
  (中間処理前)

ダスト中間処理施設
（自社中間処理）

・管理型埋立処分
発生量 ばいじん(A/Hﾀﾞｽﾄ) ばいじん(A/Hﾀﾞｽﾄ) (不溶化)

ばいじん(A/Hﾀﾞｽﾄ) 43.68 ｔ 6.90 ｔ

発生・処理工程フローシート

【カ】ﾀﾞｽﾄ保管施設
  (特管産廃)

Ｃ－１ 保管量 Ｃ－１ 委託中間処理



【別紙４】

ｔ

ｔ

ｔ

(中間処理（混練)）

(管理型埋立処分)

スラグヤードへ

委託中間処理

ｔ 3,177.65 ｔ 0.00 ｔ

有償売却 公共等有効利用 自社有効利用 自社保管 場外委託処分

鉱さい(粒調ｽﾗｸﾞ) 鉱さい(粒調ｽﾗｸﾞ) 鉱さい(粒調ｽﾗｸﾞ) 鉱さい(粒調ｽﾗｸﾞ) 鉱さい(粒調ﾀﾞｽﾄ)

0.00 ｔ 183.84 ｔ 0.00

(粒調ｽﾗｸﾞ) 3,361.49 有償売却 自社保管

Ｄ－４ Ｄ－５ Ｄ－６ Ｄ－７ Ｄ－８－１ Ｄ－８－２

(粒調ﾀﾞｽﾄ) 14.10 0.00 ｔ 81.40 ｔ

0.00 ｔ

前年度在庫量 Ｄ－９－１ Ｄ－９－２

(ﾒﾀﾙｽﾗｸﾞ) 81.40 メタルスラグ メタルスラグ

0.00 ｔ 0.00 ｔ

Ｄ－３

鉱さい(粒調ｽﾗｸﾞ)

0.00 ｔ 0.00 ｔ 0.00 ｔ

Ｄ－９

鉱さい(C-30) 鉱さい(6,7号) 鉱さい(ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ) 鉱さい(粒調ﾀﾞｽﾄ) メタルスラグ

スクリーン設備

Ｄ－２

高槻溶融スラグ

0.00 ｔ

Ｄ－３－１ Ｄ－３－２ Ｄ－３－３ Ｄ－３－４

ｔ

サ スラグヤード シ 破砕設備 ス

鉱さい(粒調ﾀﾞｽﾄ)

14.10 ｔ

自社保管

発生・処理工程フローシート

Ｄ：スラグ粒調工程

Ｄ－１
スラグ粒調設備

中央溶融スラグ

273.58



【別紙５】

最終埋立処分 最終埋立処分 最終埋立処分 最終埋立処分 最終埋立処分

（三重県） （三重県） （三重県） （三重県） （三重県）

焼却処分 焼却処分 焼却処分 焼却処分 焼却処分

（堺市） （堺市） （堺市） （堺市） （堺市）

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

委託
中間処理

委託
中間処理

委託
中間処理

委託
中間処理

委託
中間処理

0.00 0.00 24.76 0.00 50.97

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

汚泥(沈砂しさ) 汚泥(沈砂しさ) 汚泥(沈砂しさ) 汚泥(沈砂しさ) 汚泥(沈砂しさ)

0.00 354.71 37.24 0.00 143.26

ニ 洗浄設備 ヌ 洗浄設備

Ｅ－３－１ Ｅ－２－１ Ｅ－２－１ Ｅ－３－１ Ｅ－３－１

24.76 ｔ 50.97 ｔ

テ 洗浄設備 ト 洗浄設備 ナ 洗浄設備

354.71 ｔ 37.24 ｔ 143.26 ｔ

Ｅ－１ Ｅ－２ Ｅ－３ Ｅ－４ Ｅ－５

汚泥(沈砂しさ) 汚泥(沈砂しさ) 汚泥(沈砂しさ) 汚泥(沈砂しさ) 汚泥(沈砂しさ)

汚水沈砂池

雨水沈砂池 雨水沈砂池 雨水沈砂池 雨水沈砂池 雨水沈砂池

摂津ポンプ場

セ
汚水沈砂池

ソ
汚水沈砂池

タ
汚水沈砂池

チ
汚水沈砂池

ツ

発生・処理工程フローシート

Ｅ：沈砂しさ工程

中央水みらいセンター 岸部ポンプ場 味舌ポンプ場 穂積ポンプ場



【別紙６】

管理体制図及び各部署役割

〔管理体制図〕

 産業廃棄物管理責任者（Ａ）

北部流域下水道事務所長

 （維持管理課長）

  産業廃棄物事業所責任者（Ｂ）

（中央管理センター長）

  産業廃棄物排出実務担当（Ｃ）

中間処理施設（Ｄ） 中間処理施設（Ｄ）

（水処理：運転管理受託者） （汚泥処理：運転管理受託者）

指　示 報　告

〔各部署役割〕

部署 役割
・行政に対する報告等
・委託契約の事務手続き
・委託業務の検査、料金の支払方法による業者管理
・各事業所間の調整及び指示
・産業廃棄物の資源化及び減量化についての検討、並びに計画の策定及びその実施

・産業廃棄物の発生から処分に至るまでの帳簿等を作成、排出量集計等の統括的管理
・委託量、委託伝票（マニフェスト）等の管理

・産業廃棄物の種類、性状、発生量及び排出量等の把握
・中間処理運転管理受託者（Ｄ）への指示
・処理業者へ指示
・産業廃棄物の環境事象分析

・中間処理施設の運転管理、報告書の作成
・産業廃棄物排出量及び処理業者へ排出依頼内容を（Ｃ）に報告Ｄ

行政

処
理
業
者

（

収
集
運
搬
・
処
分

）

 （中央管理センター運転管理担当） 

Ａ

Ｂ

Ｃ


